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柏市監査委員告示第６号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定

に基づき柏市職員措置請求に係る監査を行ったので，その結果を別

紙のとおり公表します。  

 

  令和元年８月１４日  

 

         柏市監査委員   下    隆  明  

         柏市監査委員   小  栗  一  徳  

         柏市監査委員   宮  田  清  子  

         柏市監査委員   本  池  奈美枝  
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第１  請求の受理  

  本件監査請求は，所要の法定要件を具備しているものと認め，

令和元年６月２８日これを受理した。  

  なお，地方自治法第２４２条第２項において，住民監査請求は

当該行為の あった 日又は終わ った日 から１年以 内と規 定されてい

るが，当請 求は， 財産の管理 を怠る 事実に対す るもの であると認

め ら れ る の で ， １ 年 の 期 間 制 限 に は 該 当 し な い も の と 認 め た 。

（昭和５３年６月２３日最高裁判決）  

 

第２  監査の実施  

１  監査を執行した監査委員  

  下    隆  明  

  小  栗  一  徳  

  宮  田  清  子  

  本  池  奈美枝  

２  請求の要旨  

 （「柏市職員措置請求書」の原文のまま記載）  

２０１９年６月１７日  

 柏市監査委員  殿  

 

 監査請求人（略）  

 

第１  請求の趣旨  

 監査委員は市長に対し、平成２４年８月２０日締結の消防デジ

タル無線装置の売買契約に関し、三峰無線株式会社及び沖電気工

業株式会社から各自金４１７９万円を市に返還させるための 必要

な措置をとることを勧告するよう求める。  

第２  請求の理由  

 １．監査請求にかかる契約  

   柏市は、消防救急デジタル無線装置を制限付き一般競争入札  

により発注した。  

 これに対し、三 峰無線株式会社、 沖電気工業株式会 社、株式

会社テレ コム が入 札し 、平 成２ ４年 ８月３日 、第 一回 目の入札
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で、三峰 無線 株式 会社が１ 億９ ９０ ０万円（ 税抜 き） で落札し

た。  

 そして、柏市と 三峰無線株式会社 は 、平成２４年８ 月２０日

に消防救急デジタル無線装置の物品売買契約を結んだ。  

(1) 契約金額  ２億８９５万円（消費税込み）  

(2) 受注者に対する独禁法違反行為による排除措置命令が確定  

 した場合（第１２条１項）、受注者は発注者に対して、賠償  

 金として契約金額の１０分の２に相当する額を支払わなけれ  

 ばならない（第１３条１項）。  

 ２．公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令  

  公正取引委員会は、平成２９年２月２日、株式会社富士通ゼ

ネラル 、日本 電気 株式会 社 、沖 電気 工業株 式会社 、日 本無線株

式会社、株式会社日立国際電気に独占禁止法第３条違反（以下  

 、「本件談合」という。）があったと認定して、これら関係５社

に排除 措置命 令（ 平成２ ９年（ 措） 第１号 ）を、 株式 会社日立

国際電 気を除 く４ 社に課 徴金納 付命 令（平 成２９ 年（ 納）第１

号ないし第４号）を行った。  

  上記の排除措置命令及び課徴金納付命令は、株式会社富士通

ゼネラルになされたものを除き、それぞれ確定した。  

３．柏市の有する債権  

 (1) 三峰無線株式会社に対する債権  

  ①物品売買契約に基づく賠償金請求権  

   三峰無線 株 式会社は 、上記 排 除措置命令及び 課 徴金納付命

令 の 直接 の 名 宛 人 と は なっ て い な い 。 し かし 、 公 正 取 引 委 員

会 の認 定 に よ れ ば 、「 入札 な ど に お い て 、 落 札 す べ き 価 格は 、

（ 中 略） 代 理 店 な ど に 落札 さ せ る 場 合 に は当 該 代 理 店 等 と 相

談して決定する」とされているところ、三峰無線株式会社は  

  、この「代 理 店等」 に該当し 、 さらに談合によ り 本件物品売

買価格の公正が害されたとされているから、本件契約第１３  

  条１項、２項に該当する。  

   よって、 柏 市は三峰無線株 式 会社に対し 、物 品 売買金額の

１０分の２である４１７９万円の賠償金請求権を有する。  
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  ②不法行為による損害賠償請求権  

   上記の通 り 、本件消防救急 デ ジタル無線装置 の 入札には沖

電 気 工業 株 式 会 社 と 三 峰無 線 株 式 会 社 が 参加 し て お り 、 談 合

関 係 入札 事 業 者 ヒ ア リ ング 記 録 の 内 容 か らも こ の ２ 社 に よ る

談 合 によ り 価 格 の 形 成 がな さ れ て い る た め 、 独 占 禁 止 法 ３ 条

違反として、不法行為責任を負う。  

   そして、 本 件談合によって 柏 市が被った損害 額 は 、物品売

買金額の１０分の２に相当する金額である。  

  ③したがっ て 、柏市は三峰無 線 株式会社に対し て 、物品売買

金 額 の１ ０ 分 の ２ で あ る４ １ ７ ９ 万 円 の 賠償 金 請 求 権 を 有 す

る。  

  (2) 沖電気工業株式会社に対する債権  

 沖 電 気 工 業 株 式 会 社 は 、 排 除 措 置 命 令 及 び 課 徴 金 納 付 命 令

の 名 宛 人 で あ っ て ま さ し く 談 合 の 当 事 者 と し て 独 占 禁 止 法 違

反行為を行っていた者である。  

 そ し て 、 三 峰 無 線 株 式 会 社 と 同 様 、 柏 市 に 対 し て 不 法 行 為

責任を負う（三峰無線株式会社とは共同不法行為となる。）  

 沖 電 気 工 業 株 式 会 社 は 、 三 峰 無 線 株 式 会 社 と の 共 同 不 法 行

為 に よ り 市 に 損 害 を 与 え た の だ か ら 、 沖 電 気 工 業 株 式 会 社 が

市 に 与 え た 損 害 額 は 、 三 峰 無 線 株 式 会 社 と 同 様 に ４ １ ７ ９ 万

円である。  

 し た が っ て 、 柏 市 は 沖 電 気 工 業 株 式 会 社 に 対 し て 、 ４ １ ７

９万円の損害賠償請求権を有する。  

第３  結論  

  以上の通り、柏市は、三峰無線株式会社及び沖電気工業株式

会社に 対して 上述 の債権 を有し て い るにも 関わら ず 、 ヒアリン

グ調査 後も何 ら措 置をと ってい ない 。よっ て 、地 方自 治法２４

２条第 １項の 規定 により 、下記 書類 を添え 、監査 請求 の趣旨記

載の通り請求を行う。        （以上，下記書類省略）  
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 ３  受理後補正  

 請 求 の 受 理 に あ た り ， 事 実 証 明 書 の 追 加 提 出 と 根 拠 に つ い

ての質問事項に対する補正を求めた。  

  (1) 事実証明書の追加  

 ア  令和元年６月１７日付け柏市職員措置請求書中Ｐ２   

２ 行 目  公 正 取 引 委 員 会 の 「 課 徴 金 納 付 命 令 （ 平 成 ２ ９ 年

（納）第１号ないし４号）」を添付してください。  

 イ  同 Ｐ ２  ４ 行 目 「 排 除 措 置 命 令 及 び 課 徴 金 納 付 命 令 は ，

株 式 会 社 富 士 通 ゼ ネ ラ ル に な さ れ た も の を 除 き ， そ れ ぞ

れ 確 定 し た 。」 と あ る が ， 確 定 し た こ と が わ か る も の を 添

付してください。  

(2) 根拠について  

ア  同 Ｐ １  ７ 行 目  「 各 自 金 ４ １ ７ ９ 万 円 を 市 に 返 還 さ

せ る た め の 必 要 な 措 置 を と る こ と を 勧 告 す る よ う 求 め

る 」 と あ る が ， 合 計 ８ ,３ ５ ８ 万 円 の 賠 償 を 求 め る 場 合 ，

同 Ｐ ３  １ 行 目  「 三 峰 無 線 株 式 会 社 と は 共 同 不 法 行 為

と な る 。」 の 文 中 に あ る 共 同 不 法 行 為 は ，「 各 自 が 連 帯 し

て そ の 損 害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う 。」（ 民 法 ７ １ ９ 条 １

項 ） こ と を 指 す こ と か ら ， 請 求 額 は 合 計 と は な ら な い と

思 わ れ ま す 。 各 自 に 対 し て ４ １ ７ ９ 万 円 を 市 に 返 還 さ せ

る根拠を示してください。  

イ  同 Ｐ ２  １ ２ 行 目  「 三 峰 無 線 株 式 会 社 は ， こ の 代 理

店 等 に 該 当 し 」 と あ る が ， 三 峰 無 線 株 式 会 社 が 沖 電 気 工

業株式会社の代理店等である根拠を示してください。  

ウ  同 Ｐ ２  ２ ０ 行 目  「 談 合 関 係 入 札 事 業 者 ヒ ア リ ン グ

記 録 の 内 容 か ら も こ の ２ 社 に よ る 談 合 に よ り 価 格 の 形 成

が な さ れ て い る た め 」 と あ る が ， 具 体 的 に ヒ ア リ ン グ 資

料 の ど こ に よ っ て 談 合 に よ り 価 格 の 形 成 が な さ れ て い る

ことがわかるのか示してください。  

エ  排 除 措 置 命 令 及 び 課 徴 金 納 付 命 令 を 受 け て い な い 三 峰

無 線 株 式 会 社 に 対 し て ， 平 成 ２ ４ 年 ８ 月 ３ 日 消 防 救 急 デ

ジ タ ル 無 線 装 置 売 買 契 約 書 第 １ ３ 条 １ 項 及 び ２ 項 を 適 用
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し て ， 柏 市 職 員 措 置 請 求 書 の 第 １ ， 請 求 の 趣 旨 の 金 額 を

請 求 で き る こ と に つ い て の 具 体 的 な 根 拠 を 示 し て く だ さ

い。  

オ  市 と 契 約 し て い な い 沖 電 気 工 業 に 対 し て ， 直 接 請 求 で

きることについての具体的な根拠を示してください。  

カ  同 Ｐ ３  ９ 行 目  「 ヒ ア リ ン グ 調 査 後 も 何 ら の 措 置 を

とっていない。」と主張できる証拠を 示してください。  

 (3) 補正された請求（要旨）  

   （「柏市職員措置請求書（補正）」の原文のまま記載）  

２０１９年７月１０日  

柏市監査委員  殿  

監査請求人（略）  

２０１９年７月２日付け柏監第１５４号にて通知のあったことにつ

いて、下記のとおり追加資料を提出するとともに根拠を示します。  

 

１、追加資料  

 (1) 事実証明書  

 ア、課徴金納付命令書（平成２９年（納）第１号～４号）計４通  

 イ、日本電気、沖電気工業、日本無線のプレスリリース文書と富

士 通 ゼ ネ ラ ル の 取 り 消 し 訴 訟 表 明 文 書 の 写 し （ 各 社 Ｈ Ｐ よ り 抽

出 ） 各 １ 通 。（ 排 除 措 置 命 令 及 び 課 徴 金 納 付 命 令 が 確 定 し た と す

る根拠とし て、取 り消し訴訟 を行っ たのは富士 通ゼネ ラルだけで

あり、日本 電気・ 沖電気工業 ・日本 無線のプレ スリリ ース文書に

て富士通ゼネラル以外の各社は受け入れを表明している。）  

 (2) 根拠  

 ア、本件の入札はいずれも５社の協議に基づいてあらかじめ納入

予定メーカ ーが決 められてい たもの である。ま た 、三 峰無線の落

札価格も沖 電気工 業との話し 合いに よって決定 された ものであっ

て、競争を 排除す る不正な入 札を行 った 、とい う点で は 、沖電気

工業同様、 三峰無 線も共同し て不法 行為を行っ たこと は明らかで

ある。  

柏市が被っ た損害 は請負代金 額の２ ０パーセン トであ るから 、当
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該不法行為に よっ て柏市が被っ た損 害額は ､４１７９ 万円である ｡

したがって 沖電気 工業と三峰 無線に 対して 、そ の損害 額４１７９

万円を連帯して賠償するよう請求する権利を有する。  

 イ、三峰無線は、沖電気工業において「プラチナディーラー」と

呼んで、北 海道の 橋本電気工 事 、中 部・東海の 中央電 子 光学など

と並んで ､沖電気 工業の主力 の ディ ーラーと位置 づけ られている。

「談合関係 入札事 業者ヒアリ ング記 録  三峰無 線株式 会社」ｐ２

～３で三峰 無線は 沖電気工業 におい て代理店の 中でも ランクが上

である特約店である旨の発言がある。  

 ウ 、「 価 格 の 相 談 」 に つ い て は 「 談 合 関 係 入 札 事 業 者 ヒ ア リ ン グ

記録  三峰 無線株 式会社」ｐ ５以降 に記載され ており 、ｐ１４で

認めている。  

「談合関係 入札事 業者ヒアリ ング記 録」は全般 に渡り 、曖昧かつ

「担当でな いた め わからない 」等の 責任逃れの 発言が 多いため 、

十分に事実 が語ら れ 、明らか にされ ているとは 言えな いが 、納入

業者と特約代理店との関係が類推される。  

 エ、５社による本件の受注調整にあっては、５社（のうち納入予

定 社 １ 社 ） が 直 接 元 請 と な る 場 合 を 「 直 販 」、 地 元 の デ ィ ー ラ ー

等に納入予 定社に 代わって元 請 けと なってもら い 、納 入予定社が

受注を受け る物件 を「間販」 と呼ん でいた。こ のよう に 、間販と

いう方法が 用いら れたのは 、 メーカ ーの営業拠 点では 保守サービ

スなどの対 応がし にくい反面 、間販 を担当する ディー ラーは各地

域に根付い た事業 を展 開して おり 、 かつ地元の 消防本 部との長年

の人脈をも つこと で、強い営 業力を 生かすこと が考慮 されたから

であった。 そして 、本件は三 峰無線 株式会社を 間販と することが

予定されていた入札であった。  

 オ、沖電気工業は、公正取引委員会の排除措置命令及び課徴金納

付命令の名 宛人で あって 、談 合の当 事者として 独占禁 止法違反行

為を行っていた者である。  

公正取引委 員会は 「入札等に おいて 落札すべき 価格は 、納入予定

メーカー自 らが落 札者となる 場合に は自ら定め 、代理 店等に落札

させる場合 には当 該代理店等 と相談 して決定す る など し、納入予
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定メーカー 以外の 者は 、納入 予定メ ーカーが定 めた価 格よりも高

い価格で入 札する 又は入札に 参加し ないなどに より 、 納入予定メ

ー カ ー を 決 定 し 、 納 入 予 定 メ ー カ ー が 納 入 で き る よ う に し て い

た。」と指摘している。  

 カ、本件情報開示の際、柏市消防本部の担当者から「何らかの動

きがあれば 連絡」 を頂ける事 になっ ており 、こ れまで 全く連絡が

なかった事による。  

以上（追加資料省略）  

 

 ４   監査対象部局  

   消防局企画総務課及び財政部契約課  

５  請求人の陳述  

   地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき，請求人に対し

陳 述 の 機 会 を 付 与 し た と こ ろ ， 請 求 人 か ら 陳 述 に 出 席 し な い

旨 の 回 答 が あ っ た こ と か ら 実 施 し な か っ た 。 ま た ， 請 求 人 か

ら新たな証拠の提出はなかった。  

 ６  関係職員の調査  

   令和元年６月２８日から７月２９日までの間，平成２４年８

月２０日締結消防 救急デジタル無線 装置物品売買契約 に係る関

係書類の調査を行 い，消防局企画総 務課及び財政部契 約課 の職

員に対し聞き取り調査を実施した。  

 ７  関係職員の監査  

 令和元年７月２ ９日，関係職員か ら本件請求に係る 事実関係

の説明を受けるとともに，意見を聴取した。  

 

第３  監査の結果  

 １  請求に係る事実の確認  

(1) 柏市は，消防救急デジタル無線装置の購入にあたり，平成

２４年７月１１日 付けで入札公告を 行い，三峰無線株 式会社，

沖電気工業株式会社，株式会社テレコムの３社が参加した。

同年８月３日開札を行った結果，三峰無線株式会社が落札し

８月２０日に物品売買契約を締結した。  
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(2) 沖電気工業株式会社は，全国の消防本部等が調達するため

に実施した消防救急デジタル無線装置の入札等において，納

入予定メーカーをあらかじめ決定する等の独占禁止法第３条

違反（談合，以下「デジタル無線談合」という。）があった

ものとして，公正取引委員会が平成２９年２月２日付けで行

った排除措置命令および課徴金納付命令の名宛人となってい

る。  

(3) 三峰無線株式会社は，公正取引委員会からの排除措置命令

および課徴金納付命令の名宛人ではない。  

２  監査対象部局の説明  

 消防局企画総務課及び財政部契約課による陳述及び聴取した

説明等の要旨は下記のとおりである。  

    平成２９年２月に公正取引委員会より無線機メーカー５社

に 対 し 「排 除 措 置 命 令 」 及び 「 課 徴 金 納 付 命令 」 が 出 さ れ ，

そ の 中 に柏 市 の 契 約 が 課 徴金 算 定 対 象 物 件 とし て 記 載 さ れ て

い た こ とを 確 認 ， 即 時 ， 柏市 の 顧 問 弁 護 士 に 相 談 を 実 施 し ，

法的解釈や以後の対応方法について教示を受けた。  

    公正取引委員会による排除措置命令および課徴金納付命令

確 定 後 の損 害 賠 償 請 求 時 効期 限 の 確 認 や ， 三峰 無 線 株 式 会 社

お よ び 沖電 気 工 業 株 式 会 社 に 対 す る ヒ ア リ ング な ど を 実 施 し

つ つ ， 市民 等 か ら の 公 文 書開 示 請 求 の 対 応 等を 進 め ， 柏 市 が

取 る べき 措 置 の 決 定 に 向け 調 査 検 討 を 進 めて い る 状 況 で あ る 。  

    しかしながら，このデジタル無線談合は，全国の 自治体で

も ， 柏 市の よ う に 「 排 除 措置 命 令 お よ び 課 徴金 納 付 命 令 の 名

宛 人 と 契 約 者 が 異 な る 『 間 接 契 約 』」 と な っ て い る 自 治 体 が

多 数 あ るに も 関 わ ら ず ， ごく 数 件 し か 調 停 や裁 判 な ど が 開 始

さ れ て いな い 状 況 で あ る 。こ れ は 損 害 賠 償 を請 求 す る 自 治 体

側 が ， 証拠 を 収 集 す る こ とが 困 難 で 立 証 に 至ら な い こ と が 原

因と考えられる。  

    市は現在，対応方針の決定を目指し，他市裁判の傍聴や，

過 去 裁判 記 録 の 閲 覧 な ど， で き る 限 り の 情報 収 集 に 力 を 注 ぎ ，

方 針 を 決定 す る た め の 判 断材 料 集 め に 奔 走 して い る 状 況 で あ
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る。  

３  判断  

 請求人は，柏市が三峰無線株式会社および沖電気工業株式会

社から談合等の不法行為により損害を受けているものとして職

員措置請求に及んだものである。  

 監査の結果，談合等の不法行為の存在については，疑わしい

状況と推測されるものの，確たる証拠がないことから，現時点

においては，三峰無線株式会社及び沖電気工業株式会社との間

で談合等の不法行為があったとは判断できなかった。  

 また，請求人は市に怠る事実があるとしているが，市は対応

方針の決定を目指し，他自治体に対する照会，顧問弁護士への

相談，他市裁判の傍聴や過去裁判記録の閲覧等できる限りの情

報収集を行い，判断の証拠を揃えるため適切な事務を行ってお

り，現時点においても談合等の不法行為による損害を確定させ

る明確な根拠について十分な精査をする必要があることから判

断に至っていないもので，これをもって市に怠る事実があると

は断定できないものである。  

 

   以上のことから，本件住民監査請求には理由がないので，こ

れを棄却する。  

 

第４  意見  

  本監査を実施する中で問題点が見られたので，以下に意見を述

べる。  

  市は現在，対応方針を決定するべく情報や証拠の収集に尽力し

てはいるが，民法の規定により本件にかかる損害賠償請求権には

消滅時効に係る期限があることから，市は，速やかに意思決定を

行い，その方針に従って適切に措置を講じられたい。  


